
第７号様式（第３条の３関係） 

駐車施設設置（変更）届 

  

下記のとおり、駐車施設を 
設置 

変更 
しますので、東京都駐車場条例第18条の２の規定により届 

  

 け出ます。 

年  月  日 

  東京都知事    殿 

設置者 住 所               

氏 名               

電 話   (   )        

  
法人にあつては、その事務所の所

在地及び名称並びに代表者の氏名 
  

記 

駐

車

施

設 

1 設 置 場 所   

2 施設について有する権利 所有権 使用権 その他(           ) 

3 使 用

承諾者 

住所又は所在地   

氏 名 又 は名称     

4 規 模 

区 分 ①施設の収容能力 
②施設の附置義務
台数 

③隔地駐車台数 
新 設 既 設 

小 型 車 対 応 

台 

台 

台 

台 台 台 

普 通 車 対 応 台 台 台 台 

障 害 者 対 応 台 台 台 台 

定
の
適
用
を
受
け
る
建
築
物 

 
 

第
二
項
又
は
第
十
七
条
の
六
の
規 

条
例
第
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は 

5 所 在 地   

6 地 域 ・ 地 区 
1 (      )駐車場整備地区 2 商業地域 
3 近隣商業地域 4 周辺地区 5 自動車ふくそう地区 
6 都市再生駐車施設配置計画区域 

7 
駐車施

設台数 

区 分 
①  建築物の附
置義務台数  

② 敷地及び建築
物内の附置義務
台数 

③ 隔地駐車台数 

小 型 車 対 応 

台 

台 

台 

台 

台 

台 

普 通 車 対 応 台 台 台 

障 害 者 対 応 台 台 台 

建
築
物 ※ 

 確認申請受付     年  月  日  第      号 

 確 認     年  月  日  第      号 

※
受
付
欄 

区市・建築指導事務所 東 京 都 

    

 (注意)１ 所定の欄を記入の上、該当事項を○で囲んでください。 

    ２ 小型車対応とは、幅2.3m以上×奥行き5m以上、普通車対応とは、幅2.5m以上×奥行き6m以上、

障害者対応とは、幅3.5m以上×奥行き6m以上の規模を有する駐車施設をいいます。 

    ３ ※欄は記入しないでください。 

(日本産業規格Ａ列４番) 


